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開
示
証
拠
の
複
製
等
の
交
付
等
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
八
年
三
月
三
日
会
規
第
七
十
四
号
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
会
則
第
十
六
条
の
規

定
に
基
づ
き
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
検
察
官
か
ら
弁
護
人
に

開
示
さ
れ
た
証
拠
の
複
製
等
を
被
告
事
件
の
審
理
準
備
等
の
た
め

に
交
付
等
す
る
際
の
弁
護
士
の
職
務
の
規
律
を
定
め
、
も
っ
て
被

告
人
の
防
御
権
及
び
弁
護
人
の
弁
護
権
を
保
障
し
つ
つ
、
弁
護
士

に
対
す
る
信
頼
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

開
示
証
拠

被
告
事
件
の
審
理
の
準
備
の
た
め
に
検
察
官
か

ら
弁
護
人
に
閲
覧
又
は
謄
写
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
証
拠
を
い

う
。

二

複
製
等

複
製
そ
の
他
証
拠
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
ま
ま

記
録
し
た
物
及
び
書
面
を
い
う
。

三

審
理
準
備
等

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
一
条
の
四
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
手
続
又
は
そ
の
準
備
を
い
う
。
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四

交
付
等

複
製
等
を
人
に
交
付
し
、
又
は
提
示
し
、
若
し
く

は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
被
告
人
へ
の
交
付
等
）

第
三
条

弁
護
士
は
、
開
示
証
拠
の
複
製
等
を
被
告
人
に
交
付
等
す

る
と
き
は
、
被
告
人
に
対
し
、
複
製
等
に
含
ま
れ
る
秘
密
及
び

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
配
慮
す
る
よ
う
に

注
意
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
護
士
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
複
製
等
を
交
付
等
す
る
に
当

た
り
、
被
告
人
に
対
し
、
開
示
証
拠
の
複
製
等
を
審
理
準
備
等

の
目
的
以
外
の
目
的
で
す
る
交
付
等
の
禁
止
及
び
そ
の
罰
則
に

つ
い
て
規
定
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
一
条
の
四
第
一
項

及
び
第
二
百
八
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
の
内
容
を
説
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
告
人
以
外
の
者
へ
の
交
付
等
）

第
四
条

弁
護
士
は
、
開
示
証
拠
の
複
製
等
を
被
告
人
以
外
の
者
に

審
理
準
備
等
の
た
め
に
交
付
等
す
る
と
き
は
、
使
用
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
複
製
等
に
含
ま
れ
る

秘
密
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
を
伝
え
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

弁
護
士
は
、
前
項
の
場
合
に
は
、
審
理
準
備
等
の
た
め
の
使
用

を
終
え
た
後
、
速
や
か
に
、
複
製
等
を
弁
護
士
に
返
還
し
、
又
は
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適
切
な
方
法
で
廃
棄
し
、
若
し
く
は
削
除
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ

と
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
秘
密
及
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る

情
報
が
使
用
の
目
的
を
超
え
て
漏
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


